
令和３年度
第３回伊賀市景観審議会



議 事２
伊賀市における
景観計画について



景観法

景観に関する法律で、「良好な
景観は国民共有の資産」とし
ている。

この法律により景観に関する
法的規制の強制力が強まった。



景観計画について
景観法の制定に基づき、良好な景観の保全・形
成を図るために定めた計画



風景区域・・・５種類

風景軸・・・３種類



城下町における区域



届出対象規模

一般区域
重点区域
重点風景地区

・規模に関わらず全て・高さ10ｍ以上
・延べ床面積1000㎡以上
・3F以上延床面積500㎡以上



修景された例



議 事３
実績報告



建築物 工作物 開発等

重点風景地区 4 0 0

重点区域 7 0 0

一般区域 22 61 10
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建築物 工作物 開発、伐採

重点風景地区 1 0 0

重点区域 8 0 0

一般区域 17 20 9
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景観計画の課題

景観計画に不適合な物件

令和2年度

件数 5件

令和3年度

件数 5件



助成金交付実績
実施年度 件数 金額

２３年度 2 1,410,000
２４年度 1 2,000,000
２５年度 1 1,000,000
２６年度 0 0
２７年度 1 3,000,000
２８年度 3 1,167,000
２９年度 5 4,703,000
３０年度 0 0

令和元年度 0 0
令和２年度 0 0
令和３年度 0 0
合計 45 44,667,000



その他報告事項


